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○義務教育等教員特別手当の運用について

（令和７年１２月２３日岡人委第２６８号通知）

義務教育等教員特別手当に関する規則（昭和５０年岡山県人事委員会規則

第２２号。以下「規則」という。）の運用について次のように定め、令和８

年１月１日から適用することとしたので通知します。

記

規則第４条関係

この条のただし書の「別表第１の備考及び別表第２の備考に規定する額」

を支給する職員は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第

２４条第１項の指導要録の学級担任欄又はホームルーム担任欄に記載される

職員であって、各月の初日（４月については、４月１日から学校教育法施行

令（昭和２８年政令第３４０号）第２９条第１項の規定により定められた当

該年度の最初の学期を開始する日までの間で、校長が規則第３条の２第１号

に規定する業務（以下「学級担任業務」という。）を担う職員を決定した日

とする。）に、学級担任業務を担うものとする。


